
 

様式第４号（第４条・第５条関係） 

契 約 結 果 表 

番 号 第 ３１ 号 種 別 物件借入 

業務の内  

容 

業 務 名 
平成 30年度  
総合証明自動交付機等再リース業務 

業 務 箇 所 吉田町役場  

概 要 
 

総合証明自動交付機等再リース業務 

発注担当課 町民課 

契約関係 

契 約 方 式 随意契約 
入 札 日 

（見積書徴取日） 
平成３０年９月１２日 

契約相手方
商号又は名称 

（株）ＳＢＳ情報システム 

契約相手方

住 所 
 静岡市駿河区登呂３丁目１番１号 

契 約 金 額 ３２１，６２４円（月額） 契 約 日 平成３０年９月１９日 

着 手 日 平成３０年１０月１日 完 了 期 日 平成３２年９月３０日 

随意契約の

相手方を選

定した理由 

吉田町の総合行政システム及び戸籍システムは、行政事務電算処理業務の一環として、株

式会社ＳＢＳ情報システムと契約し業務を行っている。 

現在使用している総合証明自動交付機は、平成２５年１０月１日から平成３０年９月３０

日までの５年間のリース長期継続契約が満了する。現在、自動交付機で住民票の写し、印鑑

登録証明書、戸籍謄・抄本、戸籍の附票の発行業務を行っており、現契約期間満了後も引き

続き、平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの２年間の長期継続で再リース

契約をする。引き続き既存のシステムの契約業者であり、庁舎内におけるネットワーク管理、

サーバ管理を受託していることから担当者が定期的に訪問し、システム障害発生時には早急

な対応ができる株式会社ＳＢＳ情報システムを選定した。 

適用法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

変更契約

関 係 

変 更 後 

契 約 金 額 
 変更契約日   年  月  日 

変 更 理 由 

 

 

 

変 更 後 

完成(了)期日 
     年  月  日 

(注)１ 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあっては「番号」と書き換え、契約結果一覧

表（単独随意契約）の番号を記入すること。 

２ 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入す

ること。 

３ 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。 

４ 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意

契約」のいずれかを記入すること。 

５ 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあっては「開始日」と、「完成（了）期日」

とあるのは、物品の買入れの契約にあっては、「納入期限」と書き換えて作成すること。 


